








要約:先天異常モニタリングのうち、狭義のモニタリング、すなわち発生頻度を知るため

だけの目的で、個人情報をできるだけ消去した統計的な情報のみを取扱う場合には、対象

者のプライバシー保護のためのインフォームド・コンセントを個別のケース毎に取る必要

は必ずしもないが、疫学的調査を行う場合には、個別のケース毎にインフォームド・コン

セントを取る必要がある。


